
桜丘北小学校・不登校児童対応方針 

Ⅰ 不登校とは 

不登校とは、ある年度間に 30 日以上登校しなかった児童生徒のうち、なんらかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社

会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくてもできない状況にある者をいう。 

【参照】文部科学省「令和 3年度 児童生徒の問題行動・不登校生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」令和４年 10月 27日 

Ⅱ 不登校支援の考え方  

（1）不登校は、取り巻く環境によっては、どの児童にも起こり得る。 

（2）「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自

立することを目指す必要がある。 

（３）個々の不登校児童生徒の状況を適切に把握し、多様な支援の実施を推進すること。 

【引用】 

（１）文部科学省「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本方針」平成 29年 3月 

（２）文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」令和元年 10月 25日 

（３）文部科学省「令和 3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結果について」令和 4年 10月 27日

Ⅲ ５つのレベルに応じた不登校対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※長期欠席・・・学期内で 10日以上、年間 30日以上の欠席 

 

 

 

 

 

 


